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●20年度からの実施に向けた主な改正点
○補てん金交付に当たっての上限設定

現行の事業では、積立金が不足した場合には借入に

より対応することになっている。このように無制限に

補てん金を支払う仕組みは一般的に理解が得られなく

なっていることに加え、現在の中酪基金規模（80億円）

での対応が可能であると考えられる。このため、実施

要綱が改正され、借入れを行わず基金規模を上限にし

て事業を実施することとされた。

○生産者通知の簡略化

現行の業務方法書を改正し、様式第４号を廃止し、

生産者への価格通知を簡略化できるようにした。

ただし、管内の全生産者に価格通知の内容を確実に

周知徹底することが必要であることから、指定団体の

機関紙・HP等を通じて周知を図る必要がある。

●今後の事業の流れ
前項の改正点を踏まえ、以下のとおり作業が進

められることになる。

①実施要綱・実施要領の改正

（独）農畜産業振興機構及び中央酪農会議で早急に実

施する。

②業務方法書の改正

中央酪農会議からの業務方法書例の通知に基づき、

指定団体理事会での協議を経て、原則として10月末ま

でに、農林水産省生産局長に申請し承認を受ける。

③生産者積立金契約者との新契約の締結

農林水産省生産局長の承認が下り次第、生産者積立

金契約者との間の再契約手続きに入る。

これまでと同様に、乳代精算時に乳代から控除して

拠出を行う関係上、指定団体が生産者に乳代精算を行

う際に経由するすべての農協が含まれた契約とする必

要がある。

今回の再契約は、現契約の規定上、実施期間終了の

１か月前までにすべての契約の手続きを完了する必要

がある。このため、平成20年２月末までに手続きを完

了するものとする。

なお、契約書の締結期日は、実施日（実際に締結し

た日）ベースとする。

④生産者への拠出金の返還・補てん金の交付

・拠出金の返還

中央酪農会議へ返還する補助金額（後日指定団体

宛通知）見合いの拠出金部分（補助金返還額の３分

の１）を生産者積立金契約者へ返還する。

・補てん金の交付

前述の生産者拠出金を取り崩した後の生産者積立

金より、補てん金単価１㎏当たり1.30円相当を生産

者積立金契約者へ交付するものとする。

なお、拠出金の返還及び補てん金の交付に当たって

は、生産者積立金契約者に対して、現行業務方法書様

式（第３号、第４号、第６号）を送付するものとし、

年度内に完了させるものとする。

中央酪農会議は9月6日、東京都千代田区のコープビルで、加工原料乳生産者経営安定対策事業担当者会議を開き、
平成19年度及び20年度事業の当面の流れについて説明・協議した。

● TOPICS


